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 土地改良法（昭和 24年法律第 195 号）第 18 条第 17 項の規定により、川副町

土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨届出があった。 

  令和６年５月 24 日 

               佐賀県知事  山  口  祥  義    

役職名 氏名 住所 就退任年月日 

監事 糸山 義之 佐賀市川副町大字早津江960番

地３ 

令和６年３月31日

退任 

理事 江頭 晥 〃  〃  大字鹿江506番地

２ 

〃 

〃 江頭 幸 〃  〃  大字犬井道1259番

地２ 

〃 

〃 江頭 泰広 〃  〃  〃    1736番

地 

〃 

〃 大坪 勇 〃  〃  大字早津江236番

地第２ 

〃 

〃 久米 安憲 〃  〃  大字鹿江863番地

１ 

〃 

〃 高祖 好 〃  〃  〃   1281番地

１ 

〃 

〃 古賀 勇 〃  〃  大字小々森95番地

３ 

〃 

監事 竹下 和憲 〃  〃  大字犬井道714番

地 

〃 

理事 竹下 敏弥 〃  〃  〃    764番

地 

〃 

〃 田中 修 〃  〃  大字小々森1302番

地３ 

〃 

〃 田中 幸德 〃  〃  大字犬井道394番

地 

〃 

〃 坂田 廣昭 〃  〃  〃    179番

地 

〃 

〃 西村 正弘 〃  〃  大字小々森716番

地 

〃 

〃 西村 義之 〃  〃  大字西古賀1331番

地１ 

〃 

監事 野田 正喜 〃  〃  〃    655番

地 

〃 

理事 原口 勇 〃  〃  大字福富167番地 〃 
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〃 原田 信之 〃  〃  大字小々森447番

地１ 

〃 

〃 増田 光 〃  〃  大字南里390番地

７ 

〃 

〃 光吉 正明 〃  〃  大字早津江471番

地 

〃 

〃 池田 定務 〃  〃  大字犬井道337番

地 

令和６年４月１日

就任 

〃 井手 泰則 〃  〃  大字早津江12番地 〃 

監事 江頭 秀明 〃  〃  大字犬井道645番

地７ 

〃 

理事 江頭 幸 〃  〃  〃    1259番

地２ 

〃 

〃 江口 英樹 〃  〃  〃    458番

地 

〃 

〃 大坪 薫 〃  〃  大字小々森1100番

地 

〃 

監事 大坪 操 〃  〃  大字早津江2019番

地１ 

〃 

理事 久米 安憲 〃  〃  大字鹿江863番地

１ 

〃 

〃 久留間 利直 〃  〃  大字犬井道2082番

地１ 

〃 

監事 坂本 勝信 〃  〃  大字西古賀399番

地１ 

〃 

理事 德永 男 〃  〃  大字鹿江560番地

第１ 

〃 

〃 德永 正 〃  〃  〃   1685番地

１ 

〃 

〃 西村 博 〃  〃  大字小々森528番

地１ 

〃 

〃 野田 正喜 〃  〃  大字西古賀655番

地 

〃 

〃 原口 勇 〃  〃  大字福富167番地 〃 

〃 深川 正一 〃  〃  大字小々森2596番

地 

〃 

〃 増田 光 〃  〃  大字南里390番地

７ 

〃 

〃 宮原 正仁 〃  〃  大字小々森560番

地２ 

〃 
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〃 牟田 薫 〃  〃  大字犬井道4316番

地２ 

〃 

〃 吉富  〃  〃  大字早津江1490番

地第１ 

〃 

 


